
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

告

示

】

【

○

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

の

設

置

許

可

申

請

に

つ

循

環

型

社

会

推

進

課

い

て

の

縦

覧

○

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

の

変

更

許

可

申

請

に

つ

〃

い

て

の

縦

覧

○

〃

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

指

導

監

査

室

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

－

出

○

〃

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

岡

山

県

公

報

令和３年５月７日 第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
書
及
び
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ

と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

名
称

カ
ミ
シ
マ
技
研
株
式
会
社

(1)

住
所

岡
山
県
笠
岡
市
神
島
字
銅
山
五
三
二
番
地

(2)

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

新
田

清
剛

(3)
２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

岡
山
県
笠
岡
市
神
島
字
浅
ノ
王
一
八
三
番
一
、
一
八
三
番
二
、
一
八
三
番
四
、
同
字
見
崎
山
一

五
番
六
、
一
五
番
七
、
一
四
四
番
一
四
、
一
四
四
番
七
二
、
一
四
四
番
七
三
、
一
四
四
番
八
二
、

一
四
四
番
八
三
、
一
四
四
番
八
四
、
一
四
四
番
八
五
、
一
四
四
番
八
六
、
一
四
四
番
八
七
、
一
四

四
番
八
八
、
一
四
四
番
九
五
、
四
一
三
番
、
同
字
浅
ノ
王
池
ノ
奥
一
七
三
番
一
、
一
七
三
番
二
、

、

、

、

、

、

一
七
三
番
三

同
字
浅
ノ
王
片
田
三
一
五
番
一

三
一
五
番
八

三
一
五
番
九

三
一
五
番
一
〇

三
一
五
番
一
一
、
四
三
三
番
、
四
三
七
番
一
、
四
三
七
番
二
、
四
三
七
番
三
、
四
三
七
番
四
、
四

三
七
番
五
、
四
四
五
番
一
、
四
四
五
番
二
、
四
四
五
番
三
、
四
四
五
番
四
、
四
四
五
番
五
、
四
四

五
番
六
、
四
四
五
番
七
、
同
字
浅
ノ
王
堂
ノ
上
三
九
〇
番
二
、
三
九
〇
番
三
、
三
九
〇
番
四
、
三

九
〇
番
五
、
三
九
〇
番
六
、
三
九
〇
番
七
、
三
九
〇
番
八
、
三
九
〇
番
九
、
三
九
〇
番
一
〇
、
三

九
〇
番
一
一
、
三
九
四
番
一
、
三
九
五
番
、
四
〇
六
番
、
四
一
四
番
、
四
一
五
番
、
四
一
六
番
、

四
一
七
番
、
四
一
七
番
一
、
四
一
八
番
、
四
一
九
番
、
四
二
〇
番
、
四
二
一
番
、
四
二
二
番
、
四

二
三
番
、
四
二
四
番
、
同
字
銅
山
四
八
三
番
、
四
八
三
番
一
、
四
八
九
番
、
四
八
九
番
一
、
五
〇

三
番
一
、
五
〇
三
番
二
、
五
〇
三
番
三
、
五
〇
四
番
、
五
〇
四
番
一
、
五
〇
四
番
二
、
五
三
二
番

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



三
、
五
三
二
番
一
一
、
五
三
二
番
二
二
、
五
三
二
番
二
三
、
五
三
二
番
二
四
、
五
三
二
番
二
五
、

五
三
二
番
二
六
、
五
三
二
番
二
七
、
五
三
二
番
二
八
、
五
三
二
番
二
九
、
五
五
一
番

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
管
理
型
）

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
木
く
ず
（
建
設
木
く
ず
に
限
る

、
金
属
く
ず
、

。
）

ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
（
が
れ
き
類
を
除
く

・
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が
れ

。
）

き
類
、
ば
い
じ
ん
（
こ
れ
ら
の
う
ち
自
動
車
等
破
砕
物
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
及
び
水
銀
使
用

製
品
産
業
廃
棄
物
を
除
き
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
を
含
む

）
。

５

申
請
年
月
日

令
和
三
年
四
月
十
四
日

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
七
日
ま
で

２

場
所

岡
山
県
備
中
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
井
笠
地
域
総
務
課
及
び
笠
岡

市
市
民
生
活
部
環
境
課

三

意
見
書
の
提
出

１

期
限

令
和
三
年
六
月
二
十
一
日

２

提
出
先

岡
山
県
備
中
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課

３

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

意
見
書
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

(1)

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

(2)

施
設
の
設
置
場
所

(3)

施
設
の
種
類

(4)

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
日
本
語
に
て
記
載
す
る
こ
と

）
。

(5)

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二

の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請
書
及
び
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ

と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

名
称

カ
ミ
シ
マ
技
研
株
式
会
社

(1)

住
所

岡
山
県
笠
岡
市
神
島
字
銅
山
五
三
二
番
地

(2)

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

新
田

清
剛

(3)
２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

岡
山
県
笠
岡
市
神
島
字
銅
山
四
八
三
番
、
四
八
三
番
一
、
四
八
九
番
、
四
八
九
番
一
、
五
〇
四

番
、
五
〇
四
番
一
、
五
〇
四
番
二
、
五
三
二
番
一
、
五
三
二
番
三
、
五
三
二
番
四
、
五
三
二
番
一

一
、
五
三
二
番
二
二
、
五
三
二
番
二
六
、
五
三
二
番
二
七

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
管
理
型
）

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻
、
汚
泥
、
木
く
ず
（
建
設
木
く
ず
に
限
る

、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

。
）

（
が
れ
き
類
を
除
く

・
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類
、
ば
い
じ
ん
（
こ
れ
ら
の
う
ち

。
）

自
動
車
等
破
砕
物
及
び
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
除
く

）
。

５

申
請
年
月
日

令
和
三
年
四
月
十
四
日

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



１

期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
七
日
ま
で

２

場
所

岡
山
県
備
中
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
井
笠
地
域
総
務
課
及
び
笠
岡

市
市
民
生
活
部
環
境
課

三

意
見
書
の
提
出

１

期
限

令
和
三
年
六
月
二
十
一
日

２

提
出
先

岡
山
県
備
中
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課

３

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

意
見
書
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

(1)

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

(2)

施
設
の
設
置
場
所

(3)

施
設
の
種
類

(4)

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
日
本
語
に
て
記
載
す
る
こ
と

）
。

(5)

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二

の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請
書
及
び
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ

と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

名
称

カ
ミ
シ
マ
技
研
株
式
会
社

(1)

住
所

岡
山
県
笠
岡
市
神
島
字
銅
山
五
三
二
番
地

(2)

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

新
田

清
剛

(3)
２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

岡
山
県
笠
岡
市
神
島
字
銅
山
四
八
三
番
、
四
八
三
番
一
、
四
八
九
番
、
四
八
九
番
一
、
五
〇
四

、

、

、

、

、

、

、

番

五
〇
四
番
一

五
〇
四
番
二

五
三
二
番
一

五
三
二
番
三

五
三
二
番
四

五
三
二
番
五

五
三
二
番
六
、
五
三
二
番
一
一
、
五
三
二
番
一
四
、
五
三
二
番
一
五
、
五
三
二
番
一
九
、
五
三
二

番
二
二
、
五
三
二
番
二
六
、
五
三
二
番
二
七
、
五
九
四
番
一
、
五
九
四
番
二
、
五
九
四
番
三
、
五

九
四
番
四
、
五
九
四
番
五
、
同
字
見
崎
タ
デ
ノ
王
五
六
一
番
、
五
六
四
番
一
、
五
六
五
番
、
五
七

九
番
一
、
五
七
九
番
四
、
五
九
九
番
一
、
六
〇
〇
番
、
六
〇
五
番

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
管
理
型
）

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
木
く
ず
（
建
設
木
く
ず
に
限
る

、
金
属
く
ず
、

。
）

ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
（
が
れ
き
類
を
除
く

・
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が
れ

。
）

き
類
、
ば
い
じ
ん
（
こ
れ
ら
の
う
ち
自
動
車
等
破
砕
物
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
及
び
水
銀
使
用

製
品
産
業
廃
棄
物
を
除
き
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
を
含
む

）
。

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



５

申
請
年
月
日

令
和
三
年
四
月
十
四
日

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
七
日
ま
で

２

場
所

岡
山
県
備
中
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
井
笠
地
域
総
務
課
及
び
笠
岡

市
市
民
生
活
部
環
境
課

三

意
見
書
の
提
出

１

期
限

令
和
三
年
六
月
二
十
一
日

２

提
出
先

岡
山
県
備
中
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課

３

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

意
見
書
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

(1)

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

(2)

施
設
の
設
置
場
所

(3)

施
設
の
種
類

(4)

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
日
本
語
に
て
記
載
す
る
こ
と

）
。

(5)

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ど
か

２

所
在
地

津
山
市
神
戸
二
六
二
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
の
ど
か
宅
老
所

２

所
在
地

津
山
市
下
高
倉
西
五
四
四
番
地
一

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
五
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
六
〇
三
九
〇
一
四
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ゆ
う
わ

２

所
在
地

瀬
戸
内
市
尻
海
一
一
四
五

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
瀬
戸
内

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
福
谷
一
九
二
八

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
五
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
二
〇
〇
〇
三
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ふ
ら
っ
とh

o
m
e

２

所
在
地

瀬
戸
内
市
長
船
町
西
須
恵
一
一
七
八

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ノ
ウ
フ
ク

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

瀬
戸
内
市
長
船
町
西
須
恵
一
〇
二
八

一

－

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
五
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
二
〇
〇
二
三
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
フ
ァ
ー
ス
ト

２

所
在
地

真
庭
市
福
田
二
七
九

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
メ
デ
ィ
カ
ル

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
上
河
内
四
一
〇

二

－

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
五
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
四
〇
〇
二
九
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
フ
ァ
ー
ス
ト

２

所
在
地

真
庭
市
福
田
二
七
九

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
メ
デ
ィ
カ
ル

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
上
河
内
四
一
〇

二

－

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
四
月
三
十
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
四
〇
〇
二
七
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

Ｐ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
１

２

所
在
地

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
加
茂
五
三
〇

四

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社

吉
備
高
原
Ｐ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
田
西
二
三
九
三

一
七

－

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
四
月
三
十
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
三
九
〇
〇
〇
二
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

上
籾
神
目
停
車
場
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
久
米
南
町
別
所
字
勝
負
田
四
七
三
番
三

新

九
〇
・
〇

地
先
か
ら

一
二
・
〇
～

久
米
郡
久
米
南
町
別
所
字
勝
負
田
四
七
四
番
一

二
三
・
八

一
地
先
ま
で

久
米
郡
久
米
南
町
別
所
字
勝
負
田
四
七
三
番
三

旧

九
〇
・
〇

地
先
か
ら

九
・
六
～

久
米
郡
久
米
南
町
別
所
字
勝
負
田
四
七
四
番
一

一
七
・
九

一
地
先
ま
で

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

上
籾
神
目
停

久
米
郡
久
米
南
町
別
所
字
勝
負
田
四
七
三
番
三
地
先

令
和
三
年
五

車
場
線

か
ら

月
七
日

久
米
郡
久
米
南
町
別
所
字
勝
負
田
四
七
四
番
一
一
地

先
ま
で

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



〔
一
八
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
社
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

総
社
市
全
域

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



〔
一
八
五
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

井
原
市
井
原
町
字
北
ン
田
六
二
四
番
四
、

六
・
〇
〇

五
二
・
四
七

建
第
二
〇
〇
三
号

六
二
四
番
七
、
六
二
四
番
九

令
和
三
年
四
月
二
十

三
日

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号



〔
一
八
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
黒
尾
字
窪
田
三
四
四

一
、
三
四
四

一
一

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
西
辛
川
六
四
四

一
ニ
ュ
ー
エ
ル
デ
ィ
ム
ゆ
う
Ｄ
二
〇
二

－

鷹
取

直
也

鷹
取

彩
夏

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
一
号

令和３年５月７日　岡山県公報　第１２２９１号


